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募集要項 
１ 応募対象者 

○公共職業安定所に求職申込みをした方で、公共職業安定所長が適職に就くために訓練受講の必要性を認め、公共
職業安定所長から受講指示、受講推薦又は支援指示を受けることのできる方。  

○訓練を受講することにより、早期就職（訓練修了後３か月以内）を希望している方。（訓練修了時から３か月後
までの就職状況を把握する調査があります。） 

○自宅にパソコン等の情報通信機器を備え、通信費の負担ができる方。 

＜注意事項＞ 
公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けて公共職業訓練受講修了後 1 年以内の方は原則とし
て、受講できません。過去１年以内に公共職業訓練又は求職者支援訓練を正当な理由なく中途で辞められた方は
原則として、受講できません。 

◇ 雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で公共職業安定所長の受講指示を受けて入校された方には、雇用保険の失業給付（基本手

当、受講手当、通所手当）が支給されます。（受講指示には一定の要件があります。詳しくは、訓練申込前に住所を管轄する公共職業安

定所で御相談ください。） 

◇ 受講指示以外の方で、一定の要件を満たし、公共職業安定所長の支援指示を受けて入校された方には、職業訓練受講給付金を受けること

ができる場合があります。（詳しくは、訓練申込前に住所を管轄する公共職業安定所で御相談ください。） 

２ 募集期間 

2024年４月４日（木）から４月26日（金）まで 

※募集期間内に応募者数が定員に満たない場合は、2024 年５月７日（火）まで継続募集を行う場合があります。 

３ 応募方法 

応募者の住所を管轄する公共職業安定所で職業相談を受け、適職に就くために訓練を受講することが必要と認められた方は、
公共職業安定所を経由して「入校願書」を提出してください。 

４ 受講者決定方法 

入校するには、訓練実施施設が行う適性検査に合格する必要があります。 
適性検査の合格者が募集定員を超えた場合は、適性検査の合格者から抽選で受講者を決定します。 
（継続募集を行った訓練コースの適性検査の合格者数が、募集定員を超えた場合については、継続募集で応募した
適性検査の合格者から抽選で受講者を決定します。） 

５ 入校選考日時・場所 

2024年５月20日（月） 午前10時(予定) 

応募者には入校選考の通知書を発送します。５月16日（木）正午までに通知書が届かない場合は、名古屋高等技術専門校
（電話:０５２-９１７-６７１３）にお問い合わせください。 
選考場所は、訓練実施施設が指定する会場です。（入校選考の通知書に記載します。） 
選考日に発熱等風邪の症状がある方は、選考を受けることができません。（入校日までの日数が短いため、選考の振替ができま
せん。）日頃から体調管理をお願いします。 

６ 合否通知 

2024年５月24日（金）に入校選考の受検者へ入校選考結果通知書を発送します。 
通知書が５月30日（木）正午までに届かない場合は、名古屋高等技術専門校にお問い合わせください。 

７ 訓練期間 

３か月訓練：2024年６月４日（火）から2024年８月28日（水）まで 

８ 修了認定（修了証の交付） 

学科及び実技の訓練時間のそれぞれ８割以上を受講し、かつ、修了試験の結果などにより能力習得を確認できた方を該当訓練
コースの修了者と認め、修了証書を交付します。修了試験の時期・内容等は、各訓練科を実施する訓練実施施設で異なります。 

９ 訓練受講に係る留意事項 

欠席等により、学科及び実技の訓練時間のそれぞれ８割以上の受講が不可能な方については、訓練修了の見込みがない
ため、受講を打ち切らせていただきます。（病気欠席等理由を問いません。）また、他の受講者の受講に支障となる
行為や迷惑となる行為、講師や訓練実施施設の職員の指示に従わない等により訓練実施施設の規律を乱す行為であ
ると認められる場合、当該行為を行った方の受講を打ち切らせていただきます。 

10 その他 
◇ 受講料は無料ですが、テキスト等については実費が必要です。 
◇ 収集した個人情報については、訓練に関する目的以外には使用しません。 
◇ 応募者が最少開講人数を下回った場合は、訓練を中止する場合があります。 
◇ 就職支援の一環として、訓練実施施設がキャリア・コンサルティングを行うとともに、キャリアコンサルタント等によるジョ

ブ・カードの作成支援を行います。 


